
書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]
※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名
特定非営利活動法人
勉強レストランそうなんだ

事 業年 度
令和 6年 4月 1日 ～令和 7年 3

月 31日

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 90,000円

賛助会員受取会費 81,000円

受取寄付金 12,000円

雑収益 2,060円

通所給付収益 24,686,164円

利用者負担金収益 1,486,430円

行事参加会費収益 3,000円

受取利息 3,305円

受取助成金 120,000円

受取補助金 705,000円

円

円

円

円

/ゝ
ロ 計 27,138,959円

収益の源泉別の明細

借入金の明細

な し

■L
l日 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

△
ロ

計
円

(3)その他

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

取引先の氏名等
譲  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 その他 の取 引条件等
法人との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 産の譲渡 (棚卸資産 )

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

201646,676円 通所給付収益

2,850,318円 通所給付収益

552,000円 居住支援特別手当補助金

491,728円 通所給付収益

309,231円 利用者負担金収益

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

3,268,968円 健康保険 。厚生年金保険料

2,400,000円 滝野川事業所家賃

506,000円 床カーペット貼り替え

354,465円 事業所電気料金

312,362円 事務用消耗品(アスクル)



口 資産の貸付け (金銭の け

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先 の氏名 等
法人との

関  係
貸付資産の内容

貸  付
年 月 日

対 価 の 額 その他 の取 引条件等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引先 の氏 名 等
法人との

関  係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対 価 の 額 その他 の取 引条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について

記載してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の考の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ に る 与の の (口 を く

(注 2)注 1の①～④の 容を に記述します。

口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額
集 言卜 期 間 令和 6年 4月 1日  ～令和 7年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

9人 6,471,484円

支 給 金

額
氏 名 職 名

法人との関係

(注 2)

報酬 。給与

の

区  分
支 給 期 間 等

報酬

給与

令和 6年 4月 1日 ～
令和 7年 3月 31日

1,100,000

2,011,000

報酬 令和 6年 4月 1日 ～
令和 6年 4月 30日

100,000

給与 和

和

令

令

1日 ～

31 日

月

月

４

３

年

年

６

７

49,784

給与 令和 6年 4月 1日 ～
令和 7年 3月 31日

485,530

給与 令和 6年 5月 1日 ～
令和 7年 3月 31日

3,309,460

7,055,774



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施日]

支 出 先 の 名 称 等 住   所    等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 日 的 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

。なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ チェック欄

3運営組織及ι燎興 に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(a特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

レ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金餞の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主2)

各欄D人螂申よ 第3表付表1『役員の状況」から転配してください。

③l及嵌訓こついて|よ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  日

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③
令和6年 4月 1日～令和7

年 3月 31日 6人 2人

“

。3% 0人 0%

(D 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 0%

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初コD

(洒目『1屁D
。 認定基準籍チエック表 (第銀口||ム 法第

"条
第 1項に基づく書類 (役員欄酬規程簿提出書類)の提出時においても配職及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の動 の申睛に当たつて|よ 法第騎条第 1項に基づく書順(役員輌□樹鵬曇専提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

Q」1堂1超1墨1國10壺1塾 」ゝ1目皿囲1区1国1塁ヨ1蝿12上1堕|□塑幽ILヨ1雖lL:堅1上墨L

項
口

【 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請寺

会計について公認会訓士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

回コ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及い の保存

を青色申告法人に準じて行つている

回ヨ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

項
口

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有。無 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無

第3表 (次葉)

(注意lいの

認定の有効期間の更新の申請に当たつてlム 法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1自Dに記載した事項について、改
めて配職する必要はありません。

ェック 3表)

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費1途を確認することができないも
のをいい、胸 銘 日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然1こ「費途が明らかでないもの」があることになり、:認定を受けることはできませ・ん。

項    日 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び 輌④」の各脚こ該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定歌 (又は会貝ゆ第○条に『各正会員の表決権:よ

平等なものとする』と規定」のように記載しま・九

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載しま・九

/\a#4fl 該当する一方を「○」で囲みます)

なお、「③」から「①」については、イに記栽する各期

間 (「③」から輌①」)を示したものですi。

① 「会副・につして公認会言1士又は監査
法人の監査を受けている」の「!れユ..

二」QLL`聾髪≧基聾鐘璽塑菫|と添
量上玉≦壼墜上L
② 「帳伸書類の備イ■す、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「1型≧上に「ΩL
した遡蟹ヨニ重上』巨|ユ1塞土:鰹

=2」
菫ヨ望曇

越2因旦曇重堂LコL堕堅ヱ塾
しヽ

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「①」から「①」)を示したものです|。

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

福喜多 明子

松崎 とき子

福喜多 孝

浦田 和治

理事

監事

理事

理事

○

○

○

○

H17.12.6

就任

H23.6。 1

理事就任
R4。 12.3

理事退任 し、

監事就任

H19.6。 1

就任

R6.5。 1

退任

H19。 6.1

就任

土屋 陽子

杉原 芳伸

浦田 悠治

理事

理事

理事

○

○

〇

H21.6。 1

就任

H27.6.1

監事就任

H29.6.17

監事退任 し、

理事就任

R6.5。 1

就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事
項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人

勉強レストランそうなんだ
④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請 時

役  員  数 6人 人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグル

ープの人数

12)最も人数が多い「特定の法人の役

員又は使用人である者並びにこれら

の者の親族等」のグループの人数



法人名
特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフト(会計王)使用

ルーズリーフ

週 1回 7年

仕訳日記帳

会計ソフト(会計王)使用

ルーズリーフ
週 1回 7年

金銭出納帳 手書装丁帳簿 都度 7年

給与台帳

給与計算ソフトGttЮ)使

用

′レーズリーフ

月 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(籠:111111111:|:i:11i買|)

・ 「伝票又は幅翔略」欄|'よ 例えば『入劇園和、「出釧国和、「撮轡国民l、 l覗金出1‖和、「総勘定元帳」などのように配載します。
・ 「左の根購等の形態」樹ま、「単凛」、町レーズリーフ」、噛E可■朧摯」などのように配職します。
・  喘瑚D時期」欄Iよ、印自時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します.
・ 認定の有効期間の更新の中請に当たつて:よ 法第関彙第 1項に基づく書類 (役員報酬規程嘲日州HDに記載した内容に変更
がないときは、添付を省略することができます.



法人名 特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又国政治活動等を行つていないこと
口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の議渡等に関して1朝:Iの利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して牛拐llの利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上
であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事棠費に充てていること

ロ

項
口
【 ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申ヨ

"寺

有 。無 有 。無 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動

有．
①
有 。無 有 。無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有

①
有・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有・ 無

有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対す・る活動

有

⑮
有 。無 有 。無 有 。無 有・ 無 有 。無

項 日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰

"寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の側は 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特男IIの利益の供

与の有無

有・

⑬
有。無 有。無 有 `無 有。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して補別の利益の供

与の有無

有・

①
有・無 有・無 有。無 有。無 有・無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財ll:ヨの運用及び事

業の運営に関して特男Ilの利益の供与の有無

有。

①
有・無 有。無 有。無 有・無 有・無 有・無

営利を日的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に文|する寄附の

有無

有・

①
有。無 有 。無 有。無 有。無 有。無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

〈
=口
い0
・ 田腱」田疇チェック壺 (第 4豪)」 !ム 法第5彙第1■に●づく0日|は■●剛出腱●口出自Dの掟出中

=お
いても

"颯及び

“

る必■があります.… .■麟」田疇テェッタ豪第4壺 Oω」υЧtび二)の記颯及び澤付のあ晏はありま
せん。
・ 口定0有効嘲間plコ齢の中謗に当たす0ま 法菫

“

彙Hl■に
=づ
く書目 (役員

“

酬燿躍鼎ロヨHDに配●した事項につい
て、澤付識 することができます.



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チエック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ チェック1日

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

L/tr,.

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産日録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書而)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
。 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

σ



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定りF営宋l舌ヨ1告人1晨臓レストランそうなんだ

認定基準等チェック表  (第 6表 )

6 1奥績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営禾:括働艇進法第
"条
に規定する事業報告書等のi所轄庁への提出の有無

④ ⑤ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無 有 ・ 無 有 無 有 0無

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

(鱚目田隅D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員輌□樹閣轡専提出書掘Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)
|ム 配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第
55条第1項 :こ基づく書類 (役員報酬規程守囲出BDに 配載した事項について、改め,て配載する必要はありま|せス′.

7 法令又1調法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの
利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力
`禾
1溢を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7わ |ム 法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程寄提出口Dの提出時に記載及
び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請 時

有 有 0無 有 ・ 無 有 0無 有 ・ 無 有
`コ

[ 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人勉強レストランそうなんだ チェッタ相

認定、特例認定又は認定の有効期間のコ新の基準に力功ヽわらず、次のい熟 力頭蕨雨爾由|=該当了
~る

雇人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活到脱ミメめq中離 を取り消
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当腋認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促造法着しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法a4条等田)若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又国国税着しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等は2)

2認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認
定L」目」腱」圏:定≧Ll聾]国:望:」:口2腱llil墜121聾i堕!2皇:壼壁!二」圭L:コ」理1税務墨週日i堕匡:週:菫:腫量:Ш:趣!」[歯囲延盟■_I量のL■L:塾:型:
|」1旦I墨韻i菫l壼墨:知!壺:丞型1ヨ:嘔!望l瞳:鯉!塁:」:望1ヨ1壺l口:ヨ!土」Li整1堕処:2:Ei墨登型1腱i題!型□也!塑l望:担!幽l醤l墨!堕!ユ!2室立)。
5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を1課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定い 躍硼嚇ムが認定を取り消された場合又:」特

"』

認定特定非営利削 りI去層 黎胡1膊定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定

特定井消中P舌動法人又は当1疎特伊』認定特定非調 隔,法人のその業務を行う理事であった者でそ
の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 ①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有
′
申
ヽ

〔無 〕
ヽ中′

特定非浄附舌重1職進法若しく1奏黒力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法鶴こ違反したことにより、翻 1に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有
⌒

∪

暴力団の構成員等の有無 有・●わ

Itu' .(2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

（
０ 定款又は事業婦1画書の内容が法令等に違反している法人 ttr,..@)

6 次のいうれNこ該当する法人

暴力団 はい6瓦であ
暴力団又は暴力団の構成員等の統制

~口
こある法人 はい。C正憂)

4 国税又は地方税の滞納処分Cttt行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

滞
薇

籠嘱ビ、特例認定又|ヨ略定の有競醐間の更新の申齢時に、.±」E`11:里饉二:慶illロユ躍1胆:11堕塾』世壺量壁■壼圏□囲1日 ,

墜24■」LE」:壼1回l理整菫 :□壺壺国堕性冒製2!壼壼:目
`塑

:」□自座盆日菫:」圏出田□L日歯饉■●
=」
L__

(注 1)その他の事務所がある場舗ヽその他の輌筋用

"つ
淵諄餞かこ係る輛麟壼調書も添付すること

0ヨ:2)4た,11謝口9"嶺嬌凛自事JLH」自HこにQ躍
"寸

不1磨

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 |れ (ヽ いヽえ




